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答

弁

第

三

五

号 
   

衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
新
石
垣
空
港
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
九
第
三
五
号 

昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
新
石
垣
空
港
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
昭
和
六
十
一
年
度
ま
で
に
新
石
垣
空
港
の
整
備
の
た
め
に
予
算
計
上
さ
れ
て
い
た
金

額
の
合
計
は
約
二
十
七
億
円
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
現
在
ま
で
に
執
行
さ
れ
た
の
は
約
八
億
円
で
あ
る
。 

新
石
垣
空
港
の
整
備
は
、
当
該
空
港
の
設
置
管
理
者
で
あ
る
沖
縄
県
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
円
滑
な
実

施
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
の
一
層
の
努
力
を
期
待
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
空
港
の
整
備
に
係
る

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
沖
縄
県
の
判
断
を
尊
重
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

御
質
問
の
会
合
は
、
沖
縄
県
知
事
の
要
望
に
基
づ
き
、
沖
縄
開
発
庁
が
関
係
省
庁
へ
呼
び
掛
け
て
、
昭
和
六

十
二
年
八
月
二
十
七
日
朝
、
沖
縄
県
知
事
、
沖
縄
開
発
庁
長
官
、
環
境
庁
、
沖
縄
開
発
庁
、
運
輸
省
及
び
建
設 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

省
の
各
事
務
次
官
、
沖
縄
開
発
庁
振
興
局
長
並
び
に
沖
縄
県
東
京
事
務
所
長
の
参
加
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の 

で
、
会
合
で
は
、
沖
縄
県
知
事
か
ら
、
新
石
垣
空
港
の
整
備
に
係
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
意
向
表
明
と
そ

れ
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。 

御
質
問
の
会
合
で
、
沖
縄
県
知
事
か
ら
、
新
石
垣
空
港
の
整
備
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
ア
オ
サ
ン
ゴ
群
生

と
の
距
離
を
お
い
て
空
港
建
設
を
行
う
こ
と
と
し
、
既
定
計
画
を
南
側
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
縮
小
し
て
、
二
千

メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
の
空
港
と
し
て
整
備
し
た
い
と
の
計
画
変
更
の
意
向
表
明
が
な
さ
れ
た
。 

新
石
垣
空
港
の
整
備
に
係
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
申
請
は
な
さ
れ
て
い
な 

い
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

沖
縄
県
が
現
在
考
え
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
新
石
垣
空
港
の
整
備
に
係
る
計
画
の
変
更
が
な
さ
れ
れ
ば
、
御

指
摘
の
海
域
は
計
画
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
海
域
で
の
漁
業
権
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
改
め

て
漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

の
規
定
に
従
い
、
所
定
の
手
続
を
踏
ん
で
な
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。 

な
お
、
漁
業
補
償
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
計
画
変
更
後
に
お
い
て
、
沖
縄
県
が
八
重
山
漁
業
協
同
組
合

と
協
議
を
行
う
考
え
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

沖
縄
県
か
ら
は
、
新
石
垣
空
港
の
整
備
に
係
る
既
定
計
画
の
う
ち
、
旅
客
数
等
の
予
測
値
に
つ
い
て
は
そ
の

後
の
需
要
動
向
を
勘
案
し
て
見
直
し
を
行
い
、
就
航
機
材
に
つ
い
て
は
二
千
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
に
も
就
航
可

能
な
ボ
ー
イ
ン
グ
式
七
六
七
型
機
等
の
中
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
変
更
す
る
意
向
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

沖
縄
県
か
ら
は
、
既
定
計
画
を
南
側
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
縮
小
し
て
、
ま
ず
、
二
千
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
の

空
港
と
し
て
整
備
し
、
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
へ
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
将
来
、
需
要
動
向
等
を
勘
案

し
整
備
の
検
討
を
行
つ
て
い
き
た
い
意
向
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

飛
行
場
の
設
置
等
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
「
運
輸
省
所
管
の
大
規
模
事
業
に
係
る
環
境
影
響

評
価
実
施
要
領
」(

昭
和
六
十
年
四
月
二
十
六
日
運
輸
大
臣
通
達)

に
よ
れ
ば
、
二
千
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
を
有 

沖
縄
県
か
ら
は
、
現
石
垣
空
港
を
二
千
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
の
空
港
と
し
て
拡
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

現
空
港
が
都
市
部
に
近
い
た
め
周
辺
住
民
に
与
え
る
航
空
機
騒
音
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
、
農
地
、
住
宅
地
等

他
の
土
地
利
用
と
競
合
す
る
こ
と
及
び
史
跡
で
あ
る
フ
ル
ス
ト
原
遺
跡
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
現
が

困
難
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

六 

 



十
一
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

す
る
飛
行
場
の
設
置
は
、
そ
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
将
来
、
新
石
垣
空
港
の
北
側
へ
滑
走
路
を
五
百
メ
ー

ト
ル
延
長
す
る
際
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
。 

新
石
垣
空
港
の
建
設
に
伴
う
サ
ン
ゴ
の
保
全
問
題
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果

を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
「
建
設
省
所
管
事
業
に
係
る
環
境
影
響

評
価
実
施
要
綱
」(
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
建
設
事
務
次
官
通
知)

等
に
よ
れ
ば
、
埋
立
区
域
の
面
積
が
五
十
ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
埋
立
て
の
場
合
に
は
、
公
有
水
面
埋
立
法(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項

の
願
書
の
提
出
の
と
き
ま
で
に
環
境
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

新
石
垣
空
港
の
建
設
に
伴
う
漁
業
権
の
消
滅
等
に
係
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
「
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損 

七 

 



 

八 

失
補
償
基
準
要
綱
」(

昭
和
三
十
七
年
六
月
十
九
日
閣
議
決
定)

に
準
じ
て
、
沖
縄
県
が
適
正
に
行
う
べ
き
も
の

と
考
え
て
い
る
。
沖
縄
県
か
ら
は
、
今
後
と
も
、
白
保
地
区
の
住
民
の
要
望
を
踏
ま
え
、
当
該
地
区
の
振
興
を

図
る
と
と
も
に
当
該
地
区
の
住
民
の
生
活
の
向
上
に
努
力
す
る
意
向
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

十
二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
通
知
に
お
い
て
は
、
事
業
者
が
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
記
載
し
て
あ
る
対
象
事
業
の
内
容
等
を

変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
変
更
が
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ば
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
作
成
、
縦
覧
等
の
手
続
の
例
に
よ
り
そ
の
変
更
す
る
部
分

に
つ
い
て
の
手
続
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
変
更
の

内
容
及
び
環
境
へ
の
影
響
を
勘
案
し
て
ま
ず
事
業
者
が
個
別
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




